
岩下議員（民主県政会） 

 

平成 26年 12月 12日 

教 育 長 答 弁 実 録 

（ 教 育 委 員 会 ） 

 

（問）防災教育の取組事例とその普及について 

広島市が被災住民に行った居住地の災害リスクを含めたアンケートの結果に

よると，がけ崩れ・土石流について，危険・やや危険と認識していた人は，避

難しなかった人の４４％に比べ，避難した人は６０％に達するなど，まさに地

域の災害危険度をどのように理解していたのかが避難行動の差を生じさせたと

も言える。 

どうしてそのような有意差が生じたのかは，今後の詳細な研究が待たれると

ころであるが，住んでいる所の特徴をいかに知ってもらうかが，自発的な行動

にとって重要な要素であることは疑いの余地がないと思う。 

自然災害に対する認識を深めるためには，長い年月をかけて住民の認識を醸

成していく必要があり，対応の一つとして考えられるのが，児童生徒などへの

防災の大切さを教えることを努力目標としている，広島県防災対策基本条例第

２３条にある学校教育である。 

県教育委員会では，これを受けて“自然災害に関する防災教育の手引”を作

成し，小中高校の教育の指針としていると聞いている。その中では，身近な現

象を観察して児童に考えさせる段階から，地域の観察を通して災害の内容や対

応方法を考えさせる段階，さらに広い視野で災害を捉え，他人や地域の安全に

役立つことなどが示され，成長に応じた指導方法であると感じた。 

幼稚園から高校まで，平成２５年度は９６．５％が自然災害に対する避難訓

練を実施している現状を踏まえると，広く防災教育が施されていると感じるが，

地域によっては更に先進的な取組を行っているところがあるとも聞く。 

今後，防災教育を進めて行く上で，教育長の考える取り上げたい事例にはど

のようなものがあり，その事例を広めていくためにどのような取組を行ってい

こうとしているのかを伺う。 

（答） 

本年１１月に，五日市高等学校におきまして，消防，警察，自主防災会など

と連携をし，生徒が近隣の小学校の児童を避難所まで引率をしたり，町内会と

一緒に炊き出しをするなど，地域と一体となった防災訓練を実施したところで

ございます。 



こうした取組は，生徒が自然災害等の危険に際して，主体的に判断し，適切

に行動する力を育成するとともに，地域の一員としての自覚を高める上で，非

常に有効であると考えております。 

一方で，こうした取組を広く普及するためには，参加機関との調整や経費な

どの課題があると考えております。 

今後は，五日市高等学校の取組事例を参考に，小中学校や地域と連携した，

取り組みやすい防災訓練の在り方を検討してまいりたいと考えております。 


